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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【公開番号】特開2019-161114(P2019-161114A)
【公開日】令和1年9月19日(2019.9.19)
【年通号数】公開・登録公報2019-038
【出願番号】特願2018-48388(P2018-48388)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/03     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/0408   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    1/02     　　　Ｆ
   Ｈ０５Ｋ    1/03     ６７０Ａ
   Ａ６１Ｂ    5/04     ３００Ｗ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月15日(2020.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極部を有する繊維網を有し、
　前記電極部を構成する繊維が、
　芯材と、
　前記芯材の少なくとも一部を被覆し、前記芯材を構成する材料よりヤング率が高い材料
を含む緩和層と、
　前記緩和層の前記芯材と反対側の面を被覆する導電層と、
を備える、電子機能部材。
【請求項２】
　前記芯材を構成する材料のヤング率が１ＧＰａ未満であり、前記緩和層を構成する材料
のヤング率が１ＧＰａ以上である、請求項１に記載の電子機能部材。
【請求項３】
　前記芯材を構成する材料が、ポリウレタンまたはシリコンゴムであり、
　前記緩和層を構成する材料が、パリレンである、請求項１または２に記載の電子機能部
材。
【請求項４】
　前記導電層が金または白金である、請求項１から３のいずれか一項に記載の電子機能部
材。
【請求項５】
　前記芯材の直径が、２００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下であり、
　前記緩和層の厚みが、５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下である、請求項１から４のいずれか
一項に記載の電子機能部材。
【請求項６】
　前記電極部から延びる配線部をさらに備え、
　前記配線部を構成する繊維が、
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　前記芯材と、
　前記緩和層と、
　前記導電層と、
　前記導電層の前記緩和層と反対側の面を被覆する被覆層と、
を備える、請求項１から５のいずれか一項に記載の電子機能部材。
【請求項７】
　前記繊維網において、前記電極部及び前記配線部を除く部分を構成する繊維が、前記芯
材からなり、
　前記芯材と、前記電極部の芯材と、前記配線部の芯材が、同じ材料から形成される、請
求項６に記載の電子機能部材。
【請求項８】
　請求項７に記載の電子機能部材と、前記電子機能部材の前記配線部に接続された電子回
路要素を有する電子部品。
【請求項９】
　前記導電層は前記緩和層と接触しており、前記緩和層は前記芯材と接触している、請求
項１に記載の電子機能部材。
【請求項１０】
　前記緩和層を構成する材料のヤング率が、前記芯材を構成する材料のヤング率より高く
、前記導電層を構成する材料のヤング率より低い、請求項１に記載の電子機能部材。
【請求項１１】
　前記緩和層が、前記芯材の全ての表面を被覆する、請求項１に記載の電子機能部材。
【請求項１２】
　前記緩和層が、前記芯材の表面の一部を被覆する、請求項１に記載の電子機能部材。
【請求項１３】
　前記芯材と前記導電層が接触しない、請求項１に記載の電子機能部材。
【請求項１４】
　前記導電層の表面が空気中に露出する、請求項１に記載の電子機能部材。
【請求項１５】
　前記電極部に含まれる前記繊維が、複数の繊維であり、前記繊維同士が接触している、
請求項１に記載の電子機能部材。
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